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AC12合同会社
姫路相生太陽光発電所
　〈面積約78haの太陽光発電所の新設〉
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送付(R6/5/7)

公聴会記録書
送付(R  /  /  )

第１次住民意見書
写し送付(R  /  /  )

（早期段階環境配慮書）
審査期間３０日以内

第１次審査意見書
写し送付(R  /  /  )

市町長意見
送付(R  /  /  )提出(R  /  /  )

第１次住民意見書
写し送付(R  /  /  )

提出(R  /  /  )

送付(R6/6/5 迄) 市町長意見送付(R6/6/5 迄)

提出(R6/5/7)

公告・公表・縦覧
公告：R6/5/7

縦覧：R6/5/7～6/6 (30日間)

配慮書の審査

知事意見作成
（30日以内）

概要書写し
送付(R  /  /  )

（概要書）
審査期間１２０日以内

審査・勘案

公告・公表・縦覧
公告：R / /

縦覧：R / / (30日間)

説明会の開催

第１次見解書作成
(30日以内）

・関係地域の決定
・調査項目等に関し
第１次審査意見書
作成

第２次審査意見書
写し送付(R  /  /  )

第２次審査意見書
送付(R / /  )

地元市町長意見
(R  /  /  )

第２次住民意見書
写し送付(R / /  )

第２次住民意見書
写し送付(R  /  /  )

準備書写し送付(R  /  /  )（準備書）
審査期間１８０日以内 準備書・要約書作成

審査・勘案

公告・公表・縦覧
公告：R / /

縦覧：R / / (30日間)

説明会の開催

第２次
住民意見書の提出

（45日以内）

関係
市町長

意見

第２次見解書作成
(30日以内） ・環境保全等に関し

第２次審査意見書

許認可権者

公聴会

公告・開催
記録書作成

提出(R / /  )

第１次
住民意見書の提出

（30日以内）

周知

周知

意見概要公表

環境影響評価
審査会の意見

受理公告等方法届出

受理公告等方法届出

環境影響評価
審査会の意見

公告等方法届出

周知

届出(R  /  /  )

届出(R6/4/19)

住民意見の提出
（30日以内）

概要書・要約書作成

（180日以内）

想定地域
市町長

意見
（30日以内）

（120日以内）

提出(R6/6/6 迄)

提出(R  / / 迄)

届出(R  /  /  )

提出(R  /  /  )

提出(R  / / 迄)

○

地元
市町長

意見

第１次審査意見書
送付(R  /  /  )

配慮書・要約書作成

受理


